
                                                                         令和２年 6 月 17 日 

                                                                        

「新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の一部緩和について」 

 

当倶楽部では、６月１９日（金曜日）より、下記の通り利用制限を一部緩和いたします。 

 

記 

 

今回の利用制限緩和  6 月 19 日より 

１、ご来場者の制約解除（会員紹介者の受入） 

    会員本人とその同伴者に制約しておりましたが、会員が紹介した、会員の同伴ではな

い、会員紹介者の来場をお受けいたします。 

 

※入館時の検温にご協力ください。（体温３７度以上の方はプレーをご遠慮ください。） 

※ジャケットの着用（持参）をお願いいたします。 

 

 

 

 

継続する利用制限 

 

1、浴室 

シャワーのみ利用可能。（浴槽はご利用できません。） 

 

2、レストラン 

 人気メニューに絞込み、営業時間（午前 10：30～午後 2：30）を短縮しております。 

     ※茶店は通常営業中 

 

尚、今後の状況により、急遽、利用制限を変更することがありますのでご了承ください。 

 

一般社団法人 下関ゴルフ倶楽部 


